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(57)【要約】
【課題】
　コンテンツの表示、出力技術において、ユーザの使い
勝手を向上する。
【解決手段】
　コンテンツ信号を入力するコンテンツ信号入力部と、
前記コンテンツ信号に含まれるコンテンツを表示する表
示部と、所定の範囲の視聴者の存否を検知するセンサと
、前記コンテンツの再生位置を示す再生位置情報を記憶
する再生位置記憶部と、を備え、前記表示部は、前記セ
ンサが前記所定の範囲から視聴者が存しなくなった後、
前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知した場合に
は、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コン
テンツを表示する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ信号を入力するコンテンツ信号入力部と、
　前記コンテンツ信号に含まれるコンテンツを表示する表示部と、
　所定の範囲の視聴者の存否を検知するセンサと、
　前記コンテンツの再生位置を示す再生位置情報を記憶する再生位置記憶部と、を備え、
　前記表示部は、前記センサが前記所定の範囲から視聴者が存しなくなった後、前記所定
の範囲に視聴者が戻ったことを検知した場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻
って前記コンテンツを表示する
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のコンテンツ表示装置であって、
　時間を計測するタイマを備え、
　前記表示部は、前記センサが前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知したときに、
前記所定の範囲から視聴者が存しなくなってから視聴者が戻るまでの時間が所定の時間よ
りも長い場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテンツの再生を行
う否かの選択を促す情報を表示し、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテ
ンツの再生を行うことを示す指示情報が入力された場合に、前記再生位置情報が示す再生
位置に戻って前記コンテンツを表示する
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のコンテンツ表示装置であって、
　前記再生位置情報は、前記所定の範囲から視聴者が存しなくなったときの再生位置、ま
たは、前記所定の範囲から視聴者が存しなくなったときから一定時間遡った再生位置を示
す情報である
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のコンテンツ表示装置であって、
　前記再生位置情報は、前記コンテンツが一時停止されたときの再生位置を示す情報であ
り、
　前記表示部は、前記コンテンツの一時停止処理があった場合に、予め定められた時間が
経過したときには一時停止の表示を解除する
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項５】
　請求項２に記載のコンテンツ表示装置であって、
　制御部を備え、
　前記制御部は、前記センサが前記所定の範囲から視聴者が存しなくなったことを検知し
た場合に、前記タイマで計測した時間に応じて前記表示部の表示状態を節電状態に切り替
える制御を行い、前記センサが前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知した場合に、
前記表示部の表示状態に応じて異なる制御を行う
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のコンテンツ表示装置であって、
　前記制御部は、前記センサが前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知した場合に、
前記表示部の表示状態が節電状態であるときには、該節電状態を解除する制御を行う
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項７】
　請求項５に記載のコンテンツ表示装置であって、
　前記表示部は、表示状態を節電状態に切り替える際に節電状態に移行する旨の表示を行
い、
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　前記制御部は、前記センサが前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知した場合に、
前記表示部の表示状態が前記節電状態に移行する旨の表示を行っている状態であるときに
は、該表示を終了する制御を行う
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項８】
　請求項２のコンテンツ表示装置であって、
　前記表示部は、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテンツの再生を行う
否かの選択を促す前記情報を一定時間以上表示した場合には、該情報の表示を終了する
　ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項９】
　コンテンツ信号を入力するコンテンツ信号入力部と、
　前記コンテンツ信号に含まれるコンテンツを出力する出力部と、
　所定の範囲の視聴者の存否を検知するセンサと、
　前記コンテンツの再生位置を示す再生位置情報を記憶する再生位置記憶部と、を備え、
　前記出力部は、前記センサが前記所定の範囲から視聴者が存しなくなった後、前記所定
の範囲に視聴者が戻ったことを検知した場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻
って前記コンテンツを出力する
　ことを特徴とするコンテンツ出力装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載のコンテンツ出力装置であって、
　時間を計測するタイマを備え、
　前記出力部は、前記センサが前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知したときに、
前記所定の範囲から視聴者が存しなくなってから視聴者が戻るまでの時間が所定の時間よ
りも長い場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテンツの再生を行
う否かの選択を促す情報を出力し、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテ
ンツの再生を行うことを示す指示情報が入力された場合に、前記再生位置情報が示す再生
位置に戻って前記コンテンツを出力する
　ことを特徴とするコンテンツ出力装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のコンテンツ出力装置であって、
　前記再生位置情報は、前記所定の範囲から視聴者が存しなくなったときの再生位置、ま
たは、前記所定の範囲から視聴者が存しなくなったときから一定時間遡った再生位置を示
す情報である
　ことを特徴とするコンテンツ出力装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のコンテンツ出力装置であって、
　前記再生位置情報は、前記コンテンツが一時停止されたときの再生位置を示す情報であ
り、
　前記出力部は、前記コンテンツの一時停止処理があった場合に、予め定められた時間が
経過したときには一時停止の出力を解除する
　ことを特徴とするコンテンツ出力装置。
【請求項１３】
　コンテンツ信号を入力し、
　前記コンテンツ信号に含まれるコンテンツを表示し、
　所定の範囲の視聴者の存否をセンサで検知し、
　前記コンテンツの再生位置を示す再生位置情報を記憶し、
　前記センサが前記所定の範囲から視聴者が存しなくなった後、前記所定の範囲に視聴者
が戻ったことを検知した場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテ
ンツを表示する
　ことを特徴とするコンテンツ表示方法。
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【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンテンツ表示方法であって、
　前記センサが前記所定の範囲に視聴者が戻ったことを検知したときに、時間を計測する
タイマに応じて、前記所定の範囲から視聴者が存しなくなってから視聴者が戻るまでの時
間が所定の時間よりも長い場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コン
テンツの再生を行う否かの選択を促す情報を表示し、前記再生位置情報が示す再生位置に
戻って前記コンテンツの再生を行うことを示す指示情報が入力された場合に、前記再生位
置情報が示す再生位置に戻って前記コンテンツを表示する
　ことを特徴とするコンテンツ表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの表示、出力技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術として、特開２００１－８４６６２号公報（特許文献１）がある
。この公報には、「記録媒体に記録された音声信号を再生する再生手段と、再生手段によ
り再生された音声信号に基づき音声を出力する音声出力手段と、音声出力手段により出力
される音声の聴取エリアに使用者がいるか否かを検知する検知手段と、制御手段とを備え
、制御手段は、前記聴取エリアに使用者がいないことが検知手段によって検知されたとき
、再生手段による音声信号の再生を一時停止し、記録媒体の再生位置を第１の時間分だけ
戻して再生手段を一時停止の状態で待機させ、前記聴取エリアに使用者がいることが検知
手段によって検知されたとき、再生手段による音声信号の再生を再開する制御を行なうこ
と」（特許文献１［０００６］参照）が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－８４６６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記特許文献１によれば、聴取エリアに使用者がいないとき、音声信号の再生を一時停
止し、聴取エリアに使用者がいるとき、音声信号の再生を再開することができる。しかし
、前記特許文献１では、使用者が聴取エリア外にいる場合に音声信号の再生を継続するこ
と等が考慮されていない。したがって、これらを考慮した場合に、使用者が帰席した際に
使用者の意思に応じた処理を行うことができない場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願は、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、「コ
ンテンツ信号を入力するコンテンツ信号入力部と、前記コンテンツ信号に含まれるコンテ
ンツを表示する表示部と、所定の範囲の視聴者の存否を検知するセンサと、前記コンテン
ツの再生位置を示す再生位置情報を記憶する再生位置記憶部と、を備え、前記表示部は、
前記センサが前記所定の範囲から視聴者が存しなくなった後、前記所定の範囲に視聴者が
戻ったことを検知した場合には、前記再生位置情報が示す再生位置に戻って前記コンテン
ツを表示する」ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、コンテンツの表示、出力技術において、ユーザの使い勝手を向上する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】自動節電処理機能の動作の一例を示す図
【図２】再生位置制御機能の動作例の一例を示す図
【図３】コンテンツ処理装置の構成の一例を示す図
【図４】実施例２におけるコンテンツ処理装置の処理の一例を示す図
【図５】実施例２におけるユーザが離席した場合および帰席した場合の処理の一例を示す
図
【図６】実施例２におけるコンテンツ処理装置の動作の一例を示す図
【図７】実施例３におけるコンテンツ処理装置の処理の一例を示す図
【図８】実施例３におけるユーザが離席した場合および帰席した場合の処理の一例を示す
図
【図９】実施例３におけるコンテンツ処理装置の動作の一例を示す図
【図１０】実施例３におけるコンテンツ処理装置の動作の一例を示す図
【図１１】実施例４におけるコンテンツ処理装置の処理の一例を示す図
【図１２】実施例４におけるユーザが離席した場合および帰席した場合の処理の一例を示
す
【図１３】実施例４におけるコンテンツ処理装置の動作の一例を示す図
【図１４】コンテンツ処理装置の構成の一例を示す図
【図１５】画面表示の一例を示す図
【図１６】画面表示の一例を示す図
【図１７】画面表示の一例を示す図
【図１８】実施例１におけるコンテンツ処理装置の処理の一例を示す図
【図１９】実施例１におけるユーザが帰席した場合の処理の一例を示す図
【図２０】実施例１におけるコンテンツ処理装置の動作の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を用いて実施例を説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図３を用いて、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の構成の一例を説明する。
【００１０】
　コンテンツ記録部３０１は、例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）やソリッドス
テートドライブ（ＳＳＤ）などの半導体素子でできたメモリなどであり、ディレクトリ構
成を持ち、ファイル単位でコンテンツを記録する。また、要求に応じて指定した位置から
コンテンツを読み出せる仕組みを持つ。
【００１１】
　チューナ３０２は、ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）などの映像や音声、
電子番組ガイド（ＥＰＧ）などのデータを、アンテナ３５０から受信するための処理部で
ある。
【００１２】
　ネットワークインタフェース部３０３は、インターネット網、電話回線、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）などのネットワーク３６０から、コンテンツを受信するための
処理部である。
【００１３】
　コンテンツ信号入力部３０４は、コンテンツ記録部３０１、チューナ３０２、ネットワ
ークインタフェース部３０３などから映像や音声、文字などのコンテンツの信号を入力す
るインタフェースである。また、光ディスクなどのプレーヤ装置やゲーム機などからコン
テンツの信号を受信するための処理部でもある。
【００１４】
　映像・音声デコード部３０５は、コンテンツのデコード処理や、制御部３０６の要求に
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従った映像情報や音声情報の変換処理などを行い、処理の結果得られた映像データ、音声
データを、それぞれ映像出力部３０７、音声出力部３０８に伝送する。
【００１５】
　制御部３０６は、ユーザインタフェース部３０９からの入力や、センサ３２１からの情
報等に基づいて、コンテンツ記録部３０１、チューナ３０２、ネットワークインタフェー
ス部３０３、コンテンツ入力部３０４、映像・音声デコード部３０５、映像出力部３０７
、音声出力部３０８、センサ３２１、タイマ３２３、再生位置記憶部３２４を制御する。
  例えば、映像出力部３０７や音声出力部３０８で出力するデータの信号を生成し、映像
・音声デコード部３０５に対して入力する制御を行う。また、ユーザインタフェース部３
０９からのユーザ操作や後述するリジュームポイント情報などに基づいて、再生処理、一
時停止処理、停止処理、再生位置ジャンプ処理など、コンテンツの再生動作を制御する。
また、コンテンツをエンコードしてコンテンツ記録部３０１に記録する制御を行う。さら
に、コンテンツの再生位置（チャプタ位置や再生フレーム数、コンテンツ頭からの再生経
過時間など）の管理を行う。
【００１６】
　映像出力部３０７は、映像・音声デコード部３０５から、デコードされた映像データや
画像データ、テキストデータなどを受取り、それらを出力する。映像出力部３０７を構成
するハードウェアの例は、液晶や有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）、プラズマ
、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの表示デバイス、または、外部の表示デバイスに映像信
号を出力するインタフェースである。
【００１７】
　音声出力部３０８は、映像・音声デコード部３０５から、デコードされた音声データな
どを受取り、出力する。音声出力部３０８を構成するハードウェアの例は、スピーカなど
、または、外部の音声出力デバイスに音声信号を出力するインタフェースである。
【００１８】
　ユーザインタフェース部３０９は、例えば、リモコン３７０からの信号を受信する受光
部や操作パネルなどであり、ユーザからの入力を受け付けることができるインタフェース
である。
【００１９】
　センサ３２１は、例えば、人感センサやカメラセンサ、マイクセンサなどであり、検知
エリア内の人物の在不在や視聴状況、視聴者数、視聴者識別などを検知する。センサの種
類に関してはこれらに限定されず、人物の存在を検知できるセンサであれば他のセンサで
もよい。
【００２０】
　タイマ３２３は、時刻情報を管理し、任意のタイミングからの時間を計測できる機能を
持ち、センサ出力値の時刻情報や人物の不在時間計測、コンテンツ再生時間制御などに利
用する。
【００２１】
　再生位置記憶部３２４は、センサ３２１にて認識した検知エリア（センサが人の存否を
検知するエリア）内の人物の視聴状況に応じて、コンテンツのリジュームポイントを記憶
する。本実施例では、コンテンツの再生位置を示す再生位置情報としてリジュームポイン
トを記載しているが、タイムコードやチャプタなどの再生位置情報を記録する仕組みを利
用しても良い。
【００２２】
　なお、図３の例では、上記した各構成部は独立しているが、これに限るものではない。
例えば、コンテンツ入力部３０４、映像・音声デコード部３０５、制御部３０６は、１ま
たは複数の中央処理装置（ＣＰＵ）でその処理を行うように構成しても良い。また、図３
の例では各構成部をコンテンツ処理装置３００の内部に配置しているが、例えば図１４（
ａ）～（ｃ）に示すように、１または複数の構成部をコンテンツ処理装置３００の外部に
配置し、ネットワーク接続やユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）接続によってコンテン
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ツ処理装置３００と接続しても良い。このような構成によれば、例えば、コンテンツ処理
装置３００とは別に用意したカメラを、センサ３２１として使用することができるように
なる。
【００２３】
　次に、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００における再生位置制御処理等について
説明する。
【００２４】
　まず、図２を用いて、本実施例に係る再生位置制御機能の一例について説明する。
  ここで、再生位置制御機能とは、コンテンツ処理装置３００の視聴エリア（センサ３２
１の検知エリア）を離れた（離席した）ユーザ１が、視聴エリアに戻った（帰席した）場
合に、離席した時点の再生位置に戻ってコンテンツの再生表示を行うことをサポートする
機能である。再生位置制御機能により、一時的に離席したユーザが、コンテンツ視聴を行
う際の利便性を向上させることができる。
【００２５】
　本実施例では、例えば以下のように再生位置制御機能が動作する。
【００２６】
　図２（ａ）は、ユーザ１がコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れた（離席した
）ときの様子を示す。このときのコンテンツ再生位置をシーンＡとする。
【００２７】
　図２（ｂ）は、ユーザ１がコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れている最中（
離席中）の様子を示す。このとき、コンテンツの再生は継続している。
【００２８】
　図２（ｃ）は、ユーザ１がコンテンツ処理装置３００の視聴エリアに戻った（帰席した
）ときの様子を示す。このとき、コンテンツ処理装置３００は、再生位置選択メッセージ
２０１を表示する。再生位置選択メッセージ２０１の内容の例としては、「離席した再生
位置に戻って再生しますか」などが挙げられ、メッセージに対する回答をユーザ１がリモ
コンなどを使って選択できる。このときのコンテンツ再生位置をシーンＢとする。
【００２９】
　図２（ｄ）は、再生位置選択メッセージ２０１に対して、ユーザ１が再生位置を戻すこ
とを選択したときの様子を示す。このとき、コンテンツ処理装置３００はユーザが離席し
た時点の再生位置であったシーンＡに戻ってコンテンツ再生を行う。
【００３０】
　図２（ｅ）は、再生位置選択メッセージ２０１に対して、ユーザ１が再生位置を戻さな
いことを選択したときの様子を示す。このとき、コンテンツ処理装置３００はシーンＢか
ら継続してコンテンツ再生を行う。
【００３１】
　図１８を用いて、本実施例に係る再生位置制御処理のフローについて説明する。
【００３２】
　図１８における処理は、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れる（離
席する）ことにより開始する。
【００３３】
　まず、Ｓ１８０１では、センサ３２１にてユーザが離席したことを確認すると、再生位
置記憶部３２４にて、再生中のコンテンツにリジュームポイントを作成する。このリジュ
ームポイントとは、ユーザが離席した時点あるいはその数秒前の再生位置を示すポイント
である。リジュームポイント作成により、後でユーザが視聴エリアに戻ってきた（帰席し
た）際に、離席した時点の再生位置からコンテンツの再生を再開できる。
  また、リジュームポイントを作成するとともに、再生位置記憶部３２４にて、コンテン
ツを再生しているメディアの種類を記憶しても良い。リジュームポイントと併せてメディ
アの種類を記憶すると、コンテンツ処理装置３００が複数種類のメディアからコンテンツ
再生が可能な場合においても、ユーザが離席した時点における再生メディアと再生位置と
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を特定して、コンテンツ再生を再開できる。
  なお、本実施例では、コンテンツの再生位置を記憶するためにリジュームポイントを利
用する例を説明するが、前述のチャプタやタイムコードなどの仕組みを利用しても良い。
【００３４】
　Ｓ１８０２では、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアに戻った（帰席した
）か否かを判定する。センサ３２１にてユーザが帰席したことが確認されればＳ１８０３
に進み、ユーザが帰席したことが確認されなければ（ユーザの離席状態が続いていれば）
ユーザの帰席を待つ。
【００３５】
　Ｓ１８０３では、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間、および
、帰席時の出力画面状態に基づいて、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ１）を行う。
処理Ｒ１の詳細は図１９の説明と合わせて後述する。Ｓ１８０３の処理が終わると、図１
８に示す一連の処理が完了となる。
【００３６】
　図１９を用いて、本実施例に係る、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ１）の一例を
説明する。
【００３７】
　ユーザが帰席した場合には、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時
間（離席時間）ｔｕ、および、所定の時間（ユーザが離席してから再生位置制御機能が作
動し始めるまでの時間で、再生位置選択メッセージ２０１を表示するか否かの判断に用い
る時間）Ｔｐｌａｙに基づいて、処理内容を決定する。制御部３０６は、ここで決定した
処理内容に従って出力を制御し、その制御に応じて映像出力部３０７で表示等を行う。
【００３８】
　処理Ｒ１における処理内容は、以下の２通りに分類される。
  ユーザが離席してからの経過時間ｔｕがＴｐｌａｙ未満（ｔｕ＜Ｔｐｌａｙ）の場合は
、ユーザ帰席時に、上述した再生位置選択メッセージ２０１を表示しない。また、コンテ
ンツの再生状態を継続する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ以上（Ｔｐｌａｙ≦ｔｕ）の場合は、ユーザ帰席時に、再生位置選択
メッセージ２０１を表示する。
【００３９】
　このようにＴｐｌａｙに関する条件を設けることで、ユーザが離席後すぐに帰席した場
合などに、再生位置を戻すか否か、ユーザが選択する手間をなくす効果が得られる。
【００４０】
　再生位置選択メッセージ２０１の表示処理があった場合には、ユーザの選択指示に基づ
いて、制御部３０６にてコンテンツの再生位置に関する制御を行う。例えば、再生位置選
択メッセージ２０１に対して、ユーザがユーザインタフェース部３０９を通じて再生位置
を「戻す」ことを選択した場合には、図１８のＳ１８０１で作成したリジュームポイント
が示す位置に、コンテンツの再生位置を戻す制御を行う。なお、リジュームポイントが示
す位置の数秒前の位置にコンテンツの再生位置を戻す制御を行っても良い。再生位置を「
戻さない」ことを選択した場合には、リジュームポイントが示す位置に戻らずに、再生状
態を継続する制御を行う。ユーザがいずれかの選択を行った時点で、再生位置選択メッセ
ージ２０１の表示を終了する。
【００４１】
　なお、再生位置選択メッセージ２０１は、ユーザが選択指示を行うまで表示し続けても
良いが、ユーザがいずれの動作も選択することなく、一定時間を経過した場合には、自動
的に再生位置選択メッセージ２０１の表示を終了させても良い。自動的に表示を終了させ
る処理を行うことにより、再生位置選択メッセージ２０１が表示し続けられることを防止
することができる。
【００４２】
　また、自動的に再生位置選択メッセージ２０１の表示を終了させた後は、リジュームポ
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イントが示す位置に戻らずに再生状態を継続するようにしても良いが、リジュームポイン
トが示す位置に再生位置を戻すようにしても良い。リジュームポイントが示す位置に自動
的に再生位置を戻すことにより、ユーザの操作の手間を低減することができる。
【００４３】
　ここで、図１８のＳ１８０１において作成したリジュームポイントは、ユーザが再生位
置の選択をしたタイミングで消去する。または、ユーザが再生位置の選択をしないまま、
再生位置選択メッセージ２０１の表示を終了したタイミングで消去しても良い。あるいは
、ユーザが再び離席して新しいリジュームポイントを作成する際に上書きしても良い。こ
のように処理することにより、再びユーザが離席したときに、新たなリジュームポイント
に更新することができる。
【００４４】
　図２０は、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の動作の一例を示す概念図である
。
【００４５】
　ここでは、Ｔｐｌａｙ＝３分であると想定している。ユーザの状態は離席中、在席中の
いずれかであり、ｔ＝１分で離席、ｔ＝２分で帰席、ｔ＝６分で離席、ｔ＝１４分で帰席
したと想定している。
【００４６】
　ユーザが一度目に帰席したｔ＝２分のときは、離席時間がＴｐｌａｙに満たない（ｔｕ
＜Ｔｐｌａｙ）ため、再生位置選択メッセージ２０１は表示しない。一方、ユーザが二度
目に帰席したｔ＝１４分のときは、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕがＴｐｌａｙ以
上（Ｔｐｌａｙ≦ｔｕ）であるため、再生位置選択メッセージ２０１を表示する。
【００４７】
　なお、ユーザの離席中に、再生していたコンテンツが終端に達し、コンテンツの再生が
自動的に停止した場合には、停止状態を維持する処理を行う。そして、ユーザ帰席時に、
ｔｕがＴｐｌａｙ以上（Ｔｐｌａｙ≦ｔｕ）の場合には、再生位置選択メッセージ２０１
を表示する。このように処理することにより、コンテンツの再生が自動的に停止した場合
であっても、ユーザが見逃したシーンから、コンテンツの再生を再開することが可能とな
る。
【００４８】
　また、ユーザが一時停止操作を行って離席した場合には、ユーザが離席してからの経過
時間ｔｕが所定の時間（例えば、Ｔｐｌａｙなど）を経過したときに、一時停止画面を解
除しても良い。このように処理することにより、画面に映像が焼き付くことを防止できる
。また、一時停止画面が解除されたとしても、再生位置選択メッセージ２０１を表示する
ことにより、一時停止した時点におけるシーンに再生位置を戻すことが可能となる。また
、本条件下においては、ｔｕを一時停止操作時点から起算しても良い。このように処理す
ることにより、ユーザの離席をユーザ操作により認識することができる。ユーザが一時停
止操作を行って離席した場合の処理については、後述する。
【００４９】
　また、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕがＴｐｌａｙ未満（ｔｕ＜Ｔｐｌａｙ）の
場合であっても、再生位置選択メッセージ２０１を表示しても良い。このように処理する
ことにより、ユーザが見逃したシーンが重要なシーンであった場合等に、ユーザの操作に
より、ユーザが離席した時点のシーンに再生位置を戻すことが可能となる。
【００５０】
　また、ユーザが帰席した場合に、再生位置選択メッセージ２０１を表示せず、自動的に
リジュームポイントが示す位置やその数秒前の位置にコンテンツの再生位置を戻しても良
い。このように処理することにより、ユーザは操作することなく、見逃したシーンの再生
位置からコンテンツの視聴を再開できる。
【００５１】
　以上説明した本実施例によれば、コンテンツの表示、出力技術において、使い勝手を向
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上させる効果が得られる。
  また、ユーザが離席した時点のシーンに再生位置を戻すか否かについて、ユーザが帰席
した際にユーザに選択する機会を提供することにより、ユーザの判断によって、再生位置
を戻すか否かを決定することができ、見逃したシーンがユーザにとって重要であった場合
等には再生位置を戻し、見逃したシーンがユーザにとって重要でなかった場合等には再生
位置を戻さない処理を行うことが可能となり、より好適なコンテンツの表示、出力技術を
提供することができる。
【実施例２】
【００５２】
　実施例１では、ユーザが帰席した場合に、ユーザが離席した時点のシーンに再生位置を
戻すことができるコンテンツの表示、出力技術について説明した。本実施例では、実施例
１のコンテンツの表示、出力技術において、自動節電処理機能を考慮した場合について説
明する。
【００５３】
　なお、本実施例における装置の構成等は、一部の構成等を除いて実施例１と同じである
ため、実施例１と重複する部分については説明を省略する。
【００５４】
　図３を用いて、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の構成の一例を説明する。
【００５５】
　制御部３０６は、後述する自動節電処理機能を制御する。例えば、映像出力部３０７に
対しての電源ＯＦＦや、映像表示の停止、映像表示輝度の低減などを指示することにより
、装置の消費電力を抑える節電状態を実現する。また、映像出力部３０７に対して電源Ｏ
ＦＦや、映像表示の停止、映像表示輝度の低減などを指示する代わりに、映像出力部３０
７への映像信号の出力を停止しても節電状態を実現することができる。さらに、映像出力
部３０７を外部の表示デバイスに映像信号や音声信号を出力するインタフェースとして構
成した場合には、制御部３０６は、出力先の表示デバイスに対して、電源ＯＦＦや、映像
表示の停止、映像表示輝度の低減などを指示することにより、節電状態を実現することが
できる。
【００５６】
　映像出力部３０７は、制御部３０６からの制御信号に応じて、電源ＯＦＦ処理や、バッ
クライトの消灯処理（消画処理）、バックライトの輝度低減処理等を行う。
【００５７】
　音声出力部３０８は、制御部３０６からの制御信号に応じて、電源ＯＦＦ処理や、音量
低減処理等を行う。
【００５８】
　次に、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００における自動節電処理等について説明
する。
【００５９】
　まず、図１を用いて、本実施例に係る自動節電処理機能の一例について説明する。 
  ここで、自動節電処理機能とは、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離
れたときに、消画処理や輝度低減処理を行い、コンテンツ処理装置３００の消費電力を低
減する機能である。
  なお、図１のＴｍｓｇは、ユーザが離席してから、後述する節電モード移行メッセージ
１０１の表示を開始するまでの時間である。また、Ｔｍｕｔｅは、ユーザが離席してから
節電モードへの移行を開始するまでの時間である。両者の関係はＴｍｓｇ≦Ｔｍｕｔｅで
ある。Ｔｍｓｇ＝Ｔｍｕｔｅの場合は、節電モード移行メッセージを表示している期間が
ゼロとなり、「通常モード」から、直接「節電モード」に遷移する。
【００６０】
　図１（ａ）は、ユーザ１がコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れた（離席した
）ときの様子を示す。自動節電機能によりコンテンツ処理装置３００の状態が変わるのは
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ユーザが離席した後であり、このときの画面状態は、映像や音声を通常通り出力する「通
常モード」である。
【００６１】
　図１（ｂ）は、ユーザが離席してから、ある一定の時間Ｔｍｓｇが経過したときの様子
を示す。このとき、コンテンツ処理装置３００は、節電モード移行メッセージ１０１を表
示する。節電モード移行メッセージ１０１の内容の例としては、「まもなく節電モードに
移行します」などが挙げられる。
【００６２】
　図１（ｃ）は、ユーザが離席してから、ある一定の時間Ｔｍｕｔｅ（≧Ｔｍｓｇ）が経
過したときの様子を示す。このとき、コンテンツ処理装置３００の画面状態は、「節電モ
ード」に切り替わる。「節電モード」の例としては、バックライトを消灯して画面を黒い
状態にする「消画」や、画面の表示輝度を落としつつ映像が見える状態を保つ「輝度低減
」などが挙げられ、いずれの場合も「通常モード」より消費電力が低いことが特徴となる
。なお、一般的に、「輝度低減」は「消画」の状態より消費電力は高くなるが、「輝度低
減」の状態では映像が流れていることを確認できるので、ユーザが故障と誤解する可能性
を低減することができる。
【００６３】
　図１（ｄ）は、ユーザ１がコンテンツ処理装置３００の視聴エリアに戻った（帰席した
）ときの様子を示す。このとき、コンテンツ処理装置３００の画面状態は再び「通常モー
ド」となる。
【００６４】
　図４を用いて、本実施例に係る再生位置制御処理のフローについて説明する。
【００６５】
　図４における処理は、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れる（離席
する）ことにより開始する。
【００６６】
　まず、Ｓ４０１では、センサ３２１にてユーザが離席したことを確認すると、再生位置
記憶部３２４にて、再生中のコンテンツにリジュームポイントを作成する。
【００６７】
　Ｓ４０２では、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間Ｔｕに基づ
いて、ユーザ離席した場合の処理（処理Ｌ２）を行う。処理Ｌ２の詳細は図５の説明と合
わせて後述する。Ｓ４０２の処理が終わると、Ｓ４０３に進む。
【００６８】
　Ｓ４０３では、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアに戻った（帰席した）
か否かを判定する。センサ３２１にて、ユーザが帰席したことが確認されればＳ４０４に
進み、ユーザが帰席したことが確認されなければ（ユーザの離席状態が続いていれば）Ｓ
４０２に戻る。
【００６９】
　Ｓ４０４では、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕ、およ
び、帰席時の出力状態に基づいて、ユーザ帰席した場合の処理（処理Ｒ２）を行う。処理
Ｒ２の詳細は図５の説明と合わせて後述する。Ｓ４０４の処理が終わると、図４に示す一
連の処理が完了となる。
【００７０】
　図５を用いて、本実施例に係る、ユーザが離席した場合の処理（処理Ｌ２）の一例、お
よび、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ２）の一例を説明する。
【００７１】
　図５（ａ）は、ユーザ離席した場合の処理（処理Ｌ２）の一例を示す説明図であり、タ
イマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕ等に基づいて、画面状態を
決定する。制御部３０６は、ここで決定した画面状態に従って出力を制御し、その制御に
よって映像出力部３０７で表示等を行う。
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【００７２】
　処理Ｌ２における処理内容は、以下の３通りに分類される。
  ｔｕが０≦ｔｕ＜Ｔｍｓｇを満たす場合、画面状態は「通常モード」となる。 
  ｔｕがＴｍｓｇ≦ｔｕ＜Ｔｍｕｔｅを満たす場合、画面状態は節電モード移行メッセー
ジ１０１を表示している状態となる。
  ｔｕがＴｍｕｔｅ≦ｔｕを満たす場合、画面状態は「節電モード」となる。
【００７３】
　図５（ｂ）は、ユーザ帰席した場合の処理（処理Ｒ２）の一例を示す説明図であり、タ
イマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕ、および、帰席時の画面状
態等に基づいて、処理内容を決定する。制御部３０６は、ここで決定した処理内容に従っ
て出力を制御し、その制御によって映像出力部３０７で表示等を行う。
【００７４】
　処理Ｒ２における処理内容は、以下の６通りに分類される。
  なお、Ｔｐｌａｙは、所定の時間（ユーザが離席してから再生位置制御機能が作動し始
めるまでの時間で、再生位置選択メッセージ２０１を表示するか否かの判断に用いる時間
）であり、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕがＴｐｌａｙ未満（ｔｕ＜Ｔｐｌａｙ）
の場合は、画面状態に依らず、再生位置選択メッセージ２０１を表示しない。
  ｔｕがｔｕ＜Ｔｐｌａｙを満たし、画面状態が「通常モード」の場合、何も処理を行わ
ず、コンテンツの再生状態を継続する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ≦ｔｕを満たし、画面状態が「通常モード」の場合、再生位置選択メ
ッセージ２０１を表示する。
  ｔｕがｔｕ＜Ｔｐｌａｙを満たし、画面状態が節電モード移行メッセージ１０１を表示
している状態の場合、節電モード移行メッセージ１０１の表示を終了する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ≦ｔｕを満たし、画面状態が節電モード移行メッセージ１０１を表示
している状態の場合、節電モード移行メッセージ１０１の表示を終了するとともに、再生
位置選択メッセージ２０１を表示する。
  ｔｕがｔｕ＜Ｔｐｌａｙを満たし、画面状態が「節電モード」の場合、「通常モード」
に移行する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ≦ｔｕを満たし、画面状態が「節電モード」の場合、「通常モード」
に移行とともに、再生位置選択メッセージ２０１を表示する。
【００７５】
　その他の構成、効果については、実施例１の処理Ｒ１と同様であるため、説明を省略す
る。
【００７６】
　図６は、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の動作の一例を示す概念図である。
【００７７】
　ここでは、Ｔｍｓｇ＝３分、Ｔｍｕｔｅ＝４分、Ｔｐｌａｙ＝３分であると想定してい
る。ユーザの状態は離席中、在席中のいずれかであり、ｔ＝１分で離席、ｔ＝３分で帰席
、ｔ＝６分で離席、ｔ＝１４分で帰席したと想定している。
【００７８】
　画面状態は「通常モード」、「節電モード移行メッセージ表示」、「節電モード」のい
ずれかであり、本想定の場合、ユーザが二度目に離席してから、Ｔｍｓｇが経過したｔ＝
９分の時点で節電モード移行メッセージ１０１を表示する。また、ユーザが二度目に離席
してから、Ｔｍｕｔｅが経過したｔ＝１０分の時点で「節電モード」に移行する。さらに
、ユーザが二度目に帰席したｔ＝１４分の時点で「通常モード」に移行する。
【００７９】
　ユーザが一度目に帰席したｔ＝３分のときは、離席時間ｔｕがＴｐｌａｙに満たない（
ｔｕ＜Ｔｐｌａｙ）ため、再生位置選択メッセージ２０１は表示しない。一方、ユーザが
二度目に帰席したｔ＝１４分のときは、離席時間ｔｕがＴｐｌａｙ以上（Ｔｐｌａｙ≦ｔ
ｕ）であるため、再生位置選択メッセージ２０１を表示する。
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【００８０】
　その他の構成、効果については、実施例１と同様であるため、説明を省略する。
【００８１】
　図１５は、本実施例において、コンテンツ処理装置３００が図６に示すように動作した
場合の、画面表示状態等の一例である。 
  ｔ＝８分のときには「通常モード」であり、図１５（ａ）に示すような画面表示処理を
行う。
  ｔ＝９分のときには、「通常モード」から節電モード移行メッセージ１０１を表示等す
る状態に移行し、図１５（ｂ）に示すような画面表示処理を行う。
  ｔ＝１０分のときには、節電モード移行メッセージ１０１を表示する状態から「節電モ
ード」に移行し、図１５（ｃ）に示すような画面表示処理を行う。
  ｔ＝１４分のときには、「節電モード」から「通常モード」に移行するとともに、再生
位置選択メッセージ２０１を表示し、図１５（ｄ）に示すような画面表示処理を行う。
【００８２】
　なお、本実施例のように、自動節電処理機能と再生位置制御機能とを動作させる場合、
ＴｍｕｔｅとＴｐｌａｙの値が異なると、ユーザが離席してから「節電モード」に移行す
るまでの時間と、ユーザが離席してから再生位置制御機能が作動し始めるまでの時間（再
生位置選択メッセージ２０１を表示するか否かの判断に用いる時間）が異なることになる
。このような状態を解消するために、Ｔｍｕｔｅ≠ＴｐｌａｙのときはＴｍｕｔｅとＴｐ
ｌａｙのいずれか、あるいは両方を自動的に調整し、両者が同じ値になるように制御して
も良い。このように処理することにより、コンテンツ処理装置３００の動作は、離席時間
ｔｕがＴｍｕｔｅ未満の場合は、「節電モード」に移行せず、帰席後に再生位置選択メッ
セージ２０１を表示しない、または、離席時間ｔｕがＴｍｕｔｅ以上の場合は、「節電モ
ード」に移行し、帰席後に再生位置選択メッセージ２０１を表示する、の２パターンに統
一され、コンテンツ処理装置３００の動作をユーザにとって理解しやすくする効果が得ら
れる。
【００８３】
　以上説明した本実施例によれば、コンテンツの表示、出力技術において、実施例１と同
様の効果が得られる。
  また、本実施例によれば、自動節電処理機能を考慮することにより、ユーザが離席した
際に、消画処理や輝度低減処理を行い、装置の消費電力を低減する効果が得られる。さら
に、この場合においても、必要に応じて再生位置選択メッセージ２０１を表示させ、ユー
ザの利便性を向上でき、より好適なコンテンツの表示、出力技術を提供することができる
。
【実施例３】
【００８４】
　実施例２では、再生位置制御機能と自動節電処理機能とを考慮した場合のコンテンツの
表示、出力技術について説明した。本実施例では、コンテンツの再生中にユーザが一時停
止操作を行った場合のコンテンツの表示、出力技術について説明する。本実施例では、コ
ンテンツの再生位置を示す再生位置情報として、ユーザが一時停止操作を行ったときの再
生位置を再生位置記憶部３２４に記憶する。なお、一時停止操作の数秒前の再生位置を記
憶しても良い。
【００８５】
　なお、本実施例における装置の構成等は、一部の構成等を除いて実施例１、２と同じで
あるため、実施例１、２と重複する部分については説明を省略する。
【００８６】
　図７を用いて、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の処理フローの一例を説明す
る。
【００８７】
　図７における処理は、ユーザがユーザインタフェース部３０９を通じて、一時停止の操
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作を行うことにより開始する。
【００８８】
　まず、Ｓ７０１では、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れた（離席
した）か否かを判定する。センサ３２１にて、ユーザが離席したことが確認されればＳ７
０５に進み、ユーザが離席したことが確認されなければ（ユーザの在席状態が続いていれ
ば）Ｓ７０２に進む。
【００８９】
　Ｓ７０２では、ユーザが一時停止を解除する操作を行ったか否かを判定する。映像・音
声デコード部３０５およびユーザインタフェース部３０９等にて、一時停止の解除が確認
されなければ（一時停止の状態が続いていれば）Ｓ７０３に進み、一時停止の解除が確認
されれば図７における一連の処理を終了する。
【００９０】
　Ｓ７０３では、一時停止の状態が、ある一定期間Ｔｐａｕｓｅ以上継続しているか否か
を判定する。また、Ｔｐａｕｓｅは、一時停止開始から一時停止画面の解除までの時間で
あり、Ｔｐａｕｓｅ以上継続して一時停止画面が出力されることがないように画面状態を
制御すると、画面に映像が焼き付くことを防止できる。映像・音声デコード部３０５およ
びタイマ３２３にて、一時停止の状態がＴｐａｕｓｅ以上継続していることが確認されれ
ばＳ７０４に進み、Ｔｐａｕｓｅ以上継続していないことが確認されればＳ７０１に戻る
。
【００９１】
　Ｓ７０４では、映像・音声デコード部３０５にて一時停止画面を解除し、図７における
一連の処理を終了する。一時停止画面を解除する処理の例としては、例えば、コンテンツ
の再生を再開する処理や、コンテンツの停止処理などが挙げられる。
【００９２】
　Ｓ７０５では、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕに基づ
いて、ユーザが離席した場合の処理（処理Ｌ３）を行う。処理Ｌ３の詳細は図８の説明と
合わせて後述する。Ｓ７０５の処理が終わると、Ｓ７０６に進む。
【００９３】
　Ｓ７０６では、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアに戻った（帰席した）
か否かを判定する。センサ３２１にてユーザが帰席したことが確認されればＳ７０７に進
み、ユーザが帰席したことが確認されなければ（ユーザの離席状態が続いていれば）Ｓ７
０５に戻る。
【００９４】
　Ｓ７０７では、ユーザ帰席時のコンテンツ再生状態、および、帰席時の画面状態に基づ
いてユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ３）を行う。処理Ｒ３の詳細は図８の説明と合
わせて後述する。Ｓ７０７の処理が終わると、Ｓ７０８に進む。
【００９５】
　Ｓ７０８では、処理Ｒ３を行った結果のコンテンツの再生状態が一時停止状態であるか
否かを判定する。映像・音声デコード部３０５にて、一時停止中であることが確認されれ
ばＳ７０１に戻り、一時停止中でないことが確認されれば図７における一連の処理を終了
する。
【００９６】
　図８を用いて、本実施例に係る、ユーザが離席した場合の処理（処理Ｌ３）の一例、お
よび、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ３）の一例を説明する。
【００９７】
　図８（ａ）は、ユーザ離席した場合の処理（処理Ｌ３）の一例を示す説明図であり、タ
イマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕ等に基づいて、画面状態を
決定する。制御部３０６は、ここで決定した画面状態に従って出力を制御し、その制御に
よって映像出力部３０７で表示等を行う。
【００９８】
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　処理Ｌ３における処理内容は、以下の３通りに分類される。 
　なお、図８のＴｍｓｇは、ユーザが離席してから節電モード移行メッセージ１０１の表
示を開始するまでの時間である。また、Ｔｍｕｔｅは、ユーザが離席してから「節電モー
ド」への移行を開始するまでの時間である。両者の関係はＴｍｓｇ≦Ｔｍｕｔｅである。
Ｔｍｓｇ＝Ｔｍｕｔｅの場合は、節電モード移行メッセージ１０１を表示している期間が
ゼロとなり、「通常モード」から、直接「節電モード」に遷移する。
  ｔｕが０≦ｔｕ＜Ｔｍｓｇを満たす場合、画面状態は「通常モード」となる。
  ｔｕがＴｍｓｇ≦ｔｕ＜Ｔｍｕｔｅを満たす場合、画面状態は節電モード移行メッセー
ジを表示している状態となる。
  ｔｕがＴｍｕｔｅ≦ｔｕを満たす場合、画面状態は「節電モード」となる。
【００９９】
　これに加え、処理Ｌ３では、映像・音声デコード部３０５およびタイマ３２３にて、Ｔ
ｐａｕｓｅ以上、一時停止の状態が確認されれば、映像・音声デコード部３０５にて一時
停止画面を解除する処理を行う。
【０１００】
　図８（ｂ）は、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ３）の一例を示す説明図であり、
帰席時の一時停止状態、および、帰席時の画面状態等に基づいて、処理内容を決定する。
制御部３０６は、ここで決定した処理内容に従って出力を制御し、その制御によって映像
出力部３０７で表示等を行う。
【０１０１】
　なお、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕがＴｐａｕｓｅ経過前の場合は、画面状態
に依らず、再生位置選択メッセージ２０１を表示しない。
【０１０２】
　処理Ｒ３における処理内容は、以下の６通りに分類される。 
  コンテンツ再生状態が一時停止（Ｔｐａｕｓｅ経過前に帰席）であり、画面状態が「通
常モード」（一時停止画面）の場合、何も処理を行わず、一時停止画面の表示状態を継続
する。
  コンテンツ再生状態が一時停止画面解除済み（Ｔｐａｕｓｅ経過以降に帰席）でコンテ
ンツの再生が再開されており、画面状態が「通常モード」の場合、再生位置選択メッセー
ジ２０１を表示する。
  コンテンツ再生状態が一時停止（Ｔｐａｕｓｅ経過前に帰席）であり、画面状態が節電
モード移行メッセージ１０１を表示している状態の場合、節電モード移行メッセージの表
示を終了し、一時停止画面の表示状態とする。
  コンテンツ再生状態が一時停止画面解除済み（Ｔｐａｕｓｅ経過以降に帰席）でコンテ
ンツの再生が再開されており、画面状態が節電モード移行メッセージ１０１を表示してい
る状態の場合、節電モード移行メッセージ１０１の表示を終了するとともに、再生位置選
択メッセージ２０１を表示する。
  コンテンツ再生状態が一時停止（Ｔｐａｕｓｅ経過前に帰席）であり、画面状態が「節
電モード」の場合、「通常モード」に移行する（「節電モード」から復帰し、一時停止画
面の表示処理を行う）。
  コンテンツ再生状態が一時停止画面解除済み（Ｔｐａｕｓｅ経過以降に帰席）でコンテ
ンツの再生が再開されており、画面状態が「節電モード」の場合、「通常モード」に移行
するとともに、再生位置選択メッセージ２０１を表示する。 
　このようにＴｐａｕｓｅの経過の有無を参照することにより、ユーザが離席後すぐに帰
席した場合などに、再生位置を戻すか否か、ユーザが選択する手間をなくす効果も得られ
る。
  また、実施例１、２と同様に、再生位置選択メッセージ２０１を表示するか否かの判断
にＴｐｌａｙを用いることもできる。
【０１０３】
　なお、一時停止画面の解除処理が、コンテンツの停止処理などであった場合には、ユー
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ザの帰席時に、一時停止画面の表示処理を行っても良い。これにより、帰席したユーザが
操作を行うことなく、一時停止画面に戻ることができる。
【０１０４】
　再生位置選択メッセージ２０１の表示処理があった場合には、ユーザの選択指示に基づ
いて、制御部３０６にて再生位置に関する制御を行う。再生位置選択メッセージ２０１に
対して、ユーザがユーザインタフェース部３０９を通じて再生位置を「戻す」ことを選択
した場合には、再生位置情報が示す位置にコンテンツの再生位置を戻す制御を行う。なお
、再生位置情報が示す位置の数秒前の位置にコンテンツの再生位置を戻す制御を行っても
良い。再生位置を「戻さない」ことを選択した場合には、一時停止していた位置に戻らず
に、再生状態を継続する制御を行う。
【０１０５】
　なお、ユーザがいずれかの選択操作を行った時点で、再生位置選択メッセージ２０１の
表示を終了する。再生位置選択メッセージ２０１の内容は、「一時停止していた位置に戻
って再生しますか」などとし、一時停止せずに離席した場合とは異なるようにしても良い
。
【０１０６】
　また、自動的に再生位置選択メッセージ２０１の表示を終了させた後は、一時停止した
再生位置に戻らずに再生を継続するようにしても良いが、一時停止した再生位置に再生位
置を戻すようにしても良い。一時停止した再生位置に自動的に再生位置を戻すことにより
、ユーザ操作の手間を低減することができる。
【０１０７】
　その他の構成、効果については、実施例１の処理Ｒ１、実施例２の処理Ｒ２と同様であ
るため、説明を省略する。
【０１０８】
　図９は、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の動作の一例を示す概念図である。
【０１０９】
　ここでは、Ｔｍｓｇ＝３分、Ｔｍｕｔｅ＝４分、Ｔｐａｕｓｅ＝６分であると想定して
おり、一時停止画面が解除されずに「節電モード」（消画処理）に移行した場合の例であ
る。ユーザの状態は離席中、在席中のいずれかであり、ｔ＝１分で離席、ｔ＝１４分で帰
席し、またｔ＝０分でユ－ザが一時停止の操作を行ったと想定している。
【０１１０】
　画面状態は「通常モード」、「節電モード移行メッセージ表示」、「節電モード」のい
ずれかであり、本想定の場合、ユーザが離席してからＴｍｓｇが経過したｔ＝４分の時点
で、節電モード移行メッセージ１０１を表示する。また、ユーザが離席してからＴｍｕｔ
ｅが経過したｔ＝５分の時点で「節電モード」（消画処理）に移行する。さらに、ユーザ
が帰席したｔ＝１４分の時点で「通常モード」（一時停止画面）に移行する。
【０１１１】
　コンテンツ再生状態は「一時停止」、「一時停止解除」のいずれかであるが、本想定の
場合、Ｔｐａｕｓｅ経過前に「節電モード」（消画処理）に移行するため、画面に映像が
焼き付くことがなく、一時停止画面が自動的に解除されることはない。なお、「節電モー
ド」（輝度低減処理）である場合には、ｔ＝６分の時点で一時停止画面を解除することに
より、画面に映像が焼き付くことを防止できる。
【０１１２】
　本想定の場合、ユーザが帰席したｔ＝１４分の時点で一時停止は継続中であるため、再
生位置選択メッセージ２０１は表示されない。
【０１１３】
　図１６は、本実施例においてコンテンツ処理装置３００が図９に示すように動作した場
合の画面表示の一例である。 
  ｔ＝３分のときは、「通常モード」かつ一時停止の状態であり、図１６（ａ）に示すよ
うな画面表示処理を行う。



(17) JP 2013-17105 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

  ｔ＝４分のときは、一時停止したまま節電モード移行メッセージ１０１を表示する状態
に移行し、図１６（ｂ）に示すような画面表示処理を行う。
  ｔ＝５分のときは、一時停止したまま「節電モード」に移行し、図１６（ｃ）に示すよ
うな画面表示処理を行う。
  ｔ＝１４分のときは、一時停止したまま「通常モード」に移行し、図１６（ｄ）に示す
ような画面表示処理を行う。
【０１１４】
　図１０は、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の動作の一例を示す概念図である
。
【０１１５】
　ここでは、Ｔｍｓｇ＝３分、Ｔｍｕｔｅ＝４分、Ｔｐａｕｓｅ＝２分であると想定して
おり、一時停止画面が解除され、コンテンツの再生が再開された後に、「節電モード」に
移行した場合の例である。ユーザの状態は離席中、在席中のいずれかであり、ｔ＝１分で
離席、ｔ＝１４分で帰席し、またｔ＝０分でユ－ザが一時停止の操作を行ったと想定して
おり、このユーザの動きは図９の場合と同様である。
【０１１６】
　画面状態は「通常モード」、「節電モード移行メッセージ表示」、「節電モード」のい
ずれかであり、本想定の場合、ユーザが離席してからＴｍｓｇが経過したｔ＝４分の時点
で節電モード移行メッセージ１０１を表示する。また、ユーザが離席してからＴｍｕｔｅ
が経過したｔ＝５分の時点で「節電モード」に移行する。さらに、ユーザが帰席したｔ＝
１４分の時点で「通常モード」に移行する。
【０１１７】
　コンテンツ再生状態は「一時停止」、「一時停止解除」のいずれかであり、本想定の場
合では、ｔ＝２分の時点で一時停止の状態がＴｐａｕｓｅに達するので、一時停止画面が
自動的に解除され、コンテンツの再生が再開される。ユーザが帰席したｔ＝１４分の時点
で一時停止画面は解除さてれおり、このとき再生位置選択メッセージ２０１が表示される
。 
　なお、一時停止画面解除処理が、コンテンツの停止処理などであった場合には、ｔ＝５
分の時点で「節電モード」にしなくても良い。「節電モード」にしなくても、消費電力の
削減を図ることができる。
  また、「節電モード」が電源ＯＦＦ処理などであった場合には、再生位置選択メッセー
ジ２０１を表示しなくても良い。Ｔｐａｕｓｅが経過した後すぐに「節電モード」に移行
した場合に、不必要な再生位置選択メッセージ２０１の表示を防止することができる。
【０１１８】
　図１７は、本実施例においてコンテンツ処理装置３００が図１０に示すように動作した
場合の画面表示の一例である。
  ｔ＝１分のときは、「通常モード」かつ一時停止の状態であり、図１７（ａ）に示すよ
うな画面表示処理を行う。
  ｔ＝２分のとき、一時停止画面は自動的に解除となり、図１７（ｂ）に示すような画面
表示処理を行う。
  ｔ＝５分のとき、一時停止画面が解除された状態で「節電モード」に移行し、図１７（
ｃ）に示すような画面表示処理を行う。
  ｔ＝１４分のとき、一時停止画面が解除された状態で「通常モード」に移行するととも
に、再生位置選択メッセージ２０１を表示し、図１７（ｄ）に示すような画面表示処理を
行う。
【０１１９】
　なお、本実施例においては、ｔｕをユーザが離席してからの経過時間として説明したが
、ｔｕを一時停止操作時点から起算しても良い。このように処理することにより、ユーザ
の離席をユーザ操作により認識することができる。
【０１２０】
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　以上説明した本実施例によれば、コンテンツの表示、出力技術において、実施例１、２
と同様の効果が得られる。 
  また、本実施例によれば、ユーザが一時停止操作を行って離席した場合であっても、一
時停止中の映像がＴｐａｕｓｅ以上継続して出力されることはなく、画面に映像が焼き付
くことを防止でき、より好適なコンテンツの表示、出力技術を提供することができる。
【実施例４】
【０１２１】
　実施例３では、コンテンツ再生中にユーザが一時停止操作を行った場合のコンテンツの
表示、出力技術について説明した。ここで、実施例３においては、Ｔｍｓｇ、および、Ｔ
ｍｕｔｅ等の起算点をユーザの離席時として説明した。本実施例では、Ｔｍｓｇ、および
、Ｔｍｕｔｅ等の起算点を、一時停止解除時点（Ｔｐａｕｓｅ経過時点）としたコンテン
ツの表示、出力技術について説明する。
【０１２２】
　なお、本実施例における装置の構成等は、一部の構成等を除いて実施例１～３と同じで
あるため、実施例１～３と重複する部分については説明を省略する。
【０１２３】
　図１１を用いて、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の処理フローの一例を説明
する。
【０１２４】
　図１１における処理は、ユーザがユーザインタフェース部３０９を通じて、一時停止の
操作を行うことにより開始する。 
　まず、Ｓ１１０１では、ユーザが一時停止を解除する操作を行ったか否かを判定する。
映像・音声デコード部３０５およびユーザインタフェース部３０９等にて、一時停止の解
除が確認されなければ（一時停止の状態が続いていれば）Ｓ１１０２に進み、一時停止の
解除が確認されれば図１１における一連の処理を終了する。
【０１２５】
　Ｓ１１０２では、一時停止の状態がある一定期間Ｔｐａｕｓｅ以上継続しているか否か
を判定する。映像・音声デコード部３０５およびタイマ３２３にて、一時停止の状態がＴ
ｐａｕｓｅ以上継続していることが確認されればＳ１１０３に進み、Ｔｐａｕｓｅ以上継
続していないことが確認されればＳ１１０１に戻る。
【０１２６】
　Ｓ１１０３では、映像・音声デコード部３０５にて一時停止画面を解除する。一時停止
画面を解除する処理の例としては、例えば、コンテンツの再生を再開する処理や、コンテ
ンツの停止処理などが挙げられる。
【０１２７】
　Ｓ１１０４では、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアを離れた（離席した
）か否かを判定する。センサ３２１にて、ユーザが離席したことが確認されればＳ１１０
５に進み、ユーザが離席したことが確認されなければ（ユーザの在席状態が続いていれば
）図１１における一連の処理を終了する。
【０１２８】
　Ｓ１１０５では、タイマ３２３で計測する、一時停止解除後のユーザの離席経過時間ｔ
ａに基づいて、ユーザが離席した場合の処理（処理Ｌ４）を行う。処理Ｌ４の詳細は図１
２の説明と合わせて後述する。Ｓ１１０５の処理が終わると、Ｓ１１０６に進む。
【０１２９】
　Ｓ１１０６では、ユーザがコンテンツ処理装置３００の視聴エリアに戻った（帰席した
）か否かを判定する。センサ３２１にてユーザが帰席したことが確認されればＳ１１０７
に進み、ユーザが帰席したことが確認されなければ（ユーザの離席状態が続いていれば）
Ｓ１１０４に戻る。
【０１３０】
　Ｓ１１０７では、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕおよ
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び、帰席時の画面状態に基づいてユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ４）を行う。処理
Ｒ４の詳細は図１２の説明と合わせて後述する。Ｓ１１０７の処理が終わると、図１１に
おける一連の処理を終了する。
【０１３１】
　図１２を用いて、本実施例に係る、ユーザが離席した場合の処理（処理Ｌ４）の一例、
および、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ４）の一例を説明する。
【０１３２】
　図１２（ａ）は、ユーザが離席した場合の処理（処理Ｌ４）の一例を示す説明図であり
、タイマ３２３で計測する、一時停止解除後のユーザ離席経過時間ｔａに基づいて、画面
状態を決定する。制御部３０６は、ここで決定した画面状態に従って出力を制御し、その
制御によって映像出力部３０７で表示等を行う。
【０１３３】
　処理Ｌ４における処理内容は、以下の３通りに分類される。 
  ｔａが０≦ｔａ＜Ｔｍｓｇを満たす場合、画面状態は「通常モード」となる。
  ｔａがＴｍｓｇ≦ｔａ＜Ｔｍｕｔｅを満たす場合、画面状態は節電モード移行メッセー
ジ１０１を表示している状態となる。
  ｔａがＴｍｕｔｅ≦ｔａを満たす場合、画面状態は「節電モード」となる。
【０１３４】
　図１２（ｂ）は、ユーザが帰席した場合の処理（処理Ｒ４）の一例を示す説明図であり
、タイマ３２３で計測する、ユーザが離席してからの経過時間ｔｕ、および、帰席時の画
面状態等に基づいて、処理内容を決定する。制御部３０６は、ここで決定した処理内容に
従って出力を制御し、その制御によって映像出力部３０７で表示等を行う。
【０１３５】
　処理Ｒ４における処理内容は、以下の６通りに分類される。 
  ｔｕがｔｕ＜Ｔｐｌａｙを満たし、画面状態が「通常モード」の場合は、何も処理を行
わず、コンテンツの再生状態を維持する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ≦ｔｕを満たし、画面状態が「通常モード」の場合は、再生位置選択
メッセージ２０１を表示する。
  ｔｕがｔｕ＜Ｔｐｌａｙを満たし、画面状態が節電モード移行メッセージ１０１を表示
している状態の場合、節電モード移行メッセージ１０１の表示を終了する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ≦ｔｕを満たし、画面状態が節電モード移行メッセージ１０１を表示
している状態の場合、節電モード移行メッセージの表示を終了した上で再生位置選択メッ
セージ２０１を表示する。
  ｔｕがｔｕ＜Ｔｐｌａｙを満たし、画面状態が「節電モード」の場合、「通常モード」
に移行する。
  ｔｕがＴｐｌａｙ≦ｔｕを満たし、画面状態が「節電モード」の場合、「通常モード」
に移行するとともに再生位置選択メッセージ２０１を表示する。
【０１３６】
　このようにＴｐｌａｙに関する条件を設けることで、ユーザが離席後すぐに帰席した場
合などに、再生位置を選択する手間をなくす効果が得られる。
【０１３７】
　その他の構成、効果等については、実施例１～３の処理Ｒ１～Ｒ３と同様であるため、
説明を省略する。
【０１３８】
　図１３は、本実施例に係るコンテンツ処理装置３００の動作の一例を示す概念図である
。
【０１３９】
　ここでは、Ｔｍｓｇ＝３分、Ｔｍｕｔｅ＝４分、Ｔｐａｕｓｅ＝５分であると想定して
いる。ユーザの状態は離席中、在席中のいずれかであり、ｔ＝１分で離席、ｔ＝１４分で
帰席し、またｔ＝０分でユ－ザが一時停止の操作を行ったと想定している。
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　コンテンツ再生状態は一時停止、一時停止解除のいずれかであり、ユーザが一時停止の
操作を行ってからＴｐａｕｓｅが経過したｔ＝５分の時点で一時停止画面が自動的に解除
される。
【０１４１】
　画面状態は「通常モード」、「節電モード移行メッセージ表示」、「節電モード」のい
ずれかであり、本想定の場合、一時停止が解除されてからＴｍｓｇが経過したｔ＝８分の
時点で節電モード移行メッセージ１０１を表示する。また、一時停止が解除されてからＴ
ｍｕｔｅが経過したｔ＝９分の時点で「節電モード」に移行する。さらに、ユーザが帰席
したｔ＝１４分の時点で「通常モード」に移行する。
【０１４２】
　その他の構成、効果等については、実施例１～３の処理と同様であるため、説明を省略
する。
【０１４３】
　以上説明した本実施例によれば、コンテンツの表示、出力技術において、実施例１～３
と同様の効果が得られる。 
  また、本実施例によれば、Ｔｐａｕｓｅ経過後にＴｍｓｇ、および、Ｔｍｕｔｅ等を起
算するため、一時停止中に、「節電モード」によって消画処理、輝度低減処理が行われる
ことがなくなり、コンテンツ処理装置３００の動作をユーザにとって、より理解しやすく
する効果が得られる。
【０１４４】
　なお、上述した本実施形態は本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲を実施形
態にのみ限定する趣旨ではない。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明す
るために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定さ
れるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えること
が可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。
また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能で
ある。 
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能
等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することにより
ソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の
情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記録装置、また
は、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。
【０１４５】
　また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全
ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えてもよい。
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